
2025 年度事業計画

◎浄化槽ビジョンの周知徹底及びその実現に向けて

今年度の目標として、各県の浄化槽における課題を検討し、協議会での検討事項として、各県およ

び各地区協議会で話し合う。

◎災害協定の策定

能登半島地震の経験を踏まえ、災害協定のあり方を検討していく。アンケートの結果を踏まえ、あ

るべき協定の姿を協議して、具体的な災害協定のひな形の作成を行う。

１ 全浄連の新たなる 1年へ向けての今年度の主な事業 

（１）単独処理浄化槽から合併処理浄化槽の転換のより強力な推進 

浄化槽ビジョンに示した年間 5 万基の転換を目指す。 

20 年間で 100 万基の転換、5 万基の予算増額を要望する。 

その中には、維持管理費の助成を含む。 

（２）全国の都道府県における協議会の設立 

① 既存単独処理浄化槽の指定

② 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換に係る補助金の増額

③ 維持管理費の助成

（３）浄化槽システムの脱炭素化推進事業の継続とその充実 

① 本補助事業は、2017 年度より省エネ型大型浄化槽システム導入推進事業実施要領に基づき、既

設大型合併処理浄化槽の処理工程におけるエネルギー起源二酸化炭素の排出の抑制を図るために 

高効率な機械設備等を導入する事業を実施する者に対して、補助金を交付する事業として行われて 

きた。 

② 2025 年度事業においては、「浄化槽システムの脱炭素化推進事業」として、既設の中大型合併処

理浄化槽にかかる、省CO₂型の高度化設備（高効率ブロワ、インバータ制御装置等)の導入・改修 

及び、既設中大型合併処理浄化槽から先進的省エネ型浄化槽への交換、中大型合併処理浄化槽への 

再エネ設備の導入に対して、１／２を補助する予定である。 

全浄連としては、2025 年度においても本事業執行団体の公募に応募し、採択された際には、本

事業の取組を引き続き執行する。 

（４）浄化槽台帳整備の更なる推進及び業界全体のデジタル化の推進 

 2019 年度の浄化槽法改正により、知事等に浄化槽台帳の作成及び管理が義務付けられたこと 

を受け、2025 年度は、「浄化槽情報基盤整備事業」、さらに自治体への浄化槽台帳システム事業 

新規受注先の開拓を図る。 

 また、2025 年６月に浄化槽法が改正されると、点検や清掃の実施報告を電子データで行政に 

報告することが義務づけられるようになる。  

大手の業者は専用のシステムの運用準備を行なっているが、中小の業者はシステム化が困難で 

あることが予想される事から、新規事業として、保守点検・清掃記録作成と行政への報告デジタ 



ル化を行うシステムを構築し提供を行う。 

 

（５）浄化槽に関する情報の収集、発信（ホームページ・全浄連ニュースの充実） 

 浄化槽がより一層の普及整備促進につながることを目的とし、広報活動や、環境教育等による

啓発を推進する。 

① 全浄連はホームページ及び出版物等により、浄化槽情報の提供に努めているが、今年度も引き続

き会員団体、関係団体、自治体、市民等に対し、浄化槽に関する情報の提供を積極的に行ってい

く。 

② 小中高生の浄化槽への認識を高めるための環境教育事業の一環として、「浄化槽」を小中高の教科

書に採り入れてもらう運動を進める。 

 

２ 継続事業 

（１） 機能保証制度事業 

① 機能保証制度の趣旨の徹底と、引続いての「機能保証制度の見直し」により、制度の有効活用・ 

運用を図る。 

② 機能保証制度の周知と、保証登録実績向上策の推進。 

   「保証登録実績」の向上のため、改めて機能保証制度の周知策と保証登録実績向上策を検討し、   

   一層の推進を図る。 

 

（２）管理士研修会事業 

 2019 年度の浄化槽法改正により、浄化槽管理士に対する研修機会の確保が義務付けられた。

これを受け当連合会においては、2020 年度より、研修会運営システムを導入し、全国の都道府

県が条例により開催する研修会に対し、日本環境整備教育センターとの連携のもと研修会システ

ムの運営管理、関係機関との調整、研修教材の作成、講師派遣などの研修会運営業務を開始した。 

    2025 年度も引き続き、研修会運営業務における全浄連方式の採用を全国的に展開すべく推進

に努める。 

 

（３）浄化槽設備士研修会 

2025 年度、全浄連が主催する浄化槽設備士研修会を、国交省、環境省からの後援を受け開催す

る。 

 

（４）環境省委託事業（トップセミナー等） 

① 2015 年度より、主として市町村長、市町村議会議員等の地方公共団体の政策決定に携わる者並

びに浄化槽等行政関係者を対象に、経済的・効率的な生活排水処理施設として、浄化槽の特徴や、

地域の実情にあった生活排水処理施設の整備手法を選択するための提案・説明を行い、理解を得る

ことを目的として、トップセミナーが開催されてきた。 

③  2024 年度本事業においては、全浄連が本事業開催業務執行団体に採択され、宮城県及び香川県

において浄化槽トップセミナーを開催した。 

③ 2025 年度本事業においても、全浄連が本事業開催団体に応札し、落札した際には、本事業の取

組を行う予定である。 

 

 



（５）教育センター協力事業 

教育センターが主催する、浄化槽管理士、設備士、技術管理者の試験・講習会の運営協力を行う。 

2024 年度より設備士講習、2025 年度より管理士講習、2026 年度より技術管理者講習において、 

対面講習からオンデマンド化が取り組まれている。 

（６）水環境保全事業（NPO/学生を対象） 

2007 年度より、「水環境保全助成事業」を実施し、「住民への生活排水処理に関する知識の啓

発」等に寄与している。 

小中高生の浄化槽への認識を高める環境教育事業や、団体・個人への助成を拡充するなど、浄

化槽の普及啓発や地域の水環境保全活動などを助成する当事業の充実を図る。 

2025 年度も引き続き、積極的に外部の団体・個人に対する助成を強化していく。 

（７）出版物事業 

３ 今年度、新たに取り組む事業 

（１） 浄化槽コンサル事業

① 自治体向けに集合汚水処理設備から個人設置型浄化槽への提案

農業集落排水、コミュニティープラント、下水道等の集合汚水処理施設から浄化槽への転換の

促進。

② 浄化槽を活用した避難所トイレシステムの提案

各自治体に、ストレスなく安心して使えるトイレが避難所に設置されている重要性を理解して

もらい、避難所トイレシステムの普及を図る。

（２） 浄化槽維持管理記録の DX システム事業

2025 年６月に浄化槽法が改正されると、点検や清掃の実施報告を 電子データで行政に報告

することが義務づけられるようになる。  

大手の業者は専用のシステムの運用準備を行なっているが、中小 の業者はシステム化が困難

であることが予想される事から、保守点検・清掃記録作成と行政への報告デジタル化を行うシ

ステムを構築し提供する。

４ 今後の課題 

（１）浄化槽の信頼向上（警報装置・設置者とのコミュニケーション） 

（２）浄化槽の技術向上（ディスポーザー対応） 

５ 全浄連 決議案、要望書について 要望活動の推進 

 「環境にも財政にも優しく、災害にも強い浄化槽」の普及整備を促進するため、全浄連および会員

団体は、「浄化槽整備事業を推進するための具体的な取り組み」について、国、国会議員、都道府県・

市町村の理解と支援を得るための要望活動等を推進する。 

併せて、「地方創生」が喫緊の課題であるため、「浄化槽の整備は、地方創生の趣旨に沿う事業であり、

自治体財政の破綻を防ぐとともに、さまざまな地方創生の原資の確保につながる」ことから、全浄連

の各地区協議会における活動と連携して、浄化槽の普及整備を促進する。 



（１） 単独から合併への転換の強力な推進 年間 5 万基、20 年 100 万基。

（２） 維持管理費補助の実現（特に転換後の高齢、少人数家庭への助成）

（３） 全国的な協議会設立の推進と県・市町村との連携

（４） 台帳整備の更なる充実とデジタル化の推進

（５） 防災拠点・避難所トイレシステムへの浄化槽の設置と活用

（６） 脱炭素化事業の継続及び充実 

（７） 建設業における浄化槽工事業の新設。設備士の地位向上。 


